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給湯設備の転倒防止「設置場所、質量、アスペクト比（幅又は奥

行の小さい方に対する高さの比）に対するアンカーボルトの種

類、本数、引張耐力」 
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方位、敷地の位

置、目標となる

地物を必ず記

載してくださ

記載する内容

は、申請書の

内容と一致さ

せてください。 

マニュアル 

火気使用室の内装

制限について明示 
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面積の合計の小数点以下

第３位は切り捨て 

地面積、建築面積、床面積

求積図については、ＣＡＤ

等を用いる場合にあっては

三斜求積図によらないこと

ができます。 

その場合、作図にあたり使

用した CAD 等の種類を

明示してください。 

斜線検討（道路斜線、北側

斜線）結果を記載してくだ

さい。 
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道路名を記入 

・災害危険区域、レッド区域、都

市計画道路線等が敷地に掛かっ

ている場合は位置を明示 

・敷地境界線の種別（道路、隣地、

官民）記入 

・既存建築物は確認の履歴を記

載 

・がけ付近の場合は、がけの 1.5 

H のラインを明示 

・延焼ラインが発生する場合はそ

のラインを明示 

最高の軒高（平

均地盤面からの

高さ） 

敷地と敷地の

接する境界部

分との高低差

を明示 

敷地の接する道路

の位置、幅員及び道

路種別を明示 

排水桝の位置及

び公共下水道の

位置を明示 

補強コンクリ

ートブロック

塀の位置を

明示 

申請建物の各部

分の高さを明示 
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よくある指摘 

・基準法の道路の種類が間違っている。 

 （例）法 42 条１項二号道路（開発道路）が市町村道認定され法 42 条１項一号道路(市町村

道)になっているが、法 42 条１項二号道路のまま記載 

道路幅員が 4.0ｍ未満だが、に法 42 条１項一号道路で記載 

・建築物配置の寸法が一箇所しか記載していない。 

・排水経路、放流先（下水道、集落排水）の記載がない。 

・敷地地盤の高低差があるのに法面、構造物の記載が無い。 

・敷地内外（建築物周囲共）の地盤高低差の記載が無い。 

  →高低差がある場合は平均地盤を算出 

・容積率は法第 52 条第１項（用途地域による容積率）、法第 52 条第２項（前面道路

の幅員による容積率）の規定によるが、２項の検討がされていない場合が多い。 

・道路中心線を車道部分の中心線で記載している。（歩道含む全体幅員の中心） 

・敷地に道路が 2 以上接道している場合は、幅員の最大のものを前面道路とする。

（巻末資料 95 ページ参照） 

・道路と敷地に高低差があり、建築物から道路に通じる階段や傾斜路等の有効な通路

等が設けられていない場合は、敷地が接道しているとはいえない。 
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一の図面に各内容を記載することにより

図面が繁雑となり見えづらくなる場合は、

他の図面に内容を記載や、別図面を作成

する方法もあります。 

回り階段の場合は

踏面の狭い方から

30cm の場所が

踏面の幅です。 

出窓がある場合は床面積に

算入・不算入の検討が必要で

す。 

（ダイジェスト版 P09 参照） 

寝室として使用する室

の場合、住宅用火災報知

器が必要です。室名の下

に（寝室）と記載が必要

です。 

排気機の位置を明示 

コンロの位置、種別、発

熱量を明示 

換気設備の有効

換気量を明示 

採光補正係数の算出に必要な水平距離（開口

部の上にある各部からその部分の面する隣地

境界線等まで）を明示 

階段、踊り場、手す

りの位置・出幅及

び構造を明示 

居室に設ける

採光・換気のた

めの窓その他

の開口部の位

置を明示 

階段、踊り場、手す

りの位置・出幅及

び構造を明示 

敷地の接する道路の位置及

び幅員を明示【居室の採光】 

給気口の位置を明示 

火気を使用する室の換

気経路を明示 
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よくある指摘 
・住宅用火災警報器がエアコンや 24 時間換気（第一種）吹出口から 1.5ｍ以上離れて

いない。 

・寝室として使用する室に（寝室）の記載がない。※県の取扱いにより記載が必要 

（住宅用火災警報器の設置を判断する為） 

・居室、非居室の判断が不明瞭な記載がある。 

(例) ヌック等と室名が記載してあるのに天井高さが 2.1ｍ未満 

  サービスルームで室名を記載しているが窓を計画していない 

・屋外部分の用途（ポーチ、テラス、物干し場、自転車置場等）を記載していない。 

 （用途により床面積に算入する必要があります。） 

・建築、床面積算出用の寸法に一部記載もれがある。 

・平面図と 24 時間換気の計画図書とが整合していない。 

(例) 平面図には納戸の建具に通気措置を計画しているが、24 時間換気計算では換気対象

外として計算している。 

・防火、準防火地域内で延焼の恐れのある範囲内にある屋根、外壁、軒天、開口部

（局所換気、24 時間換気等含む）の仕様が記載されていない。 
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道路斜線の検討を行

ってください。 排気機の位置を明示 給気口の位置を明示 
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よくある指摘 

・バルコニー開放性の記載が無い。（床面積に不算入の場合）  

・軒の出寸法の記載が無い。 

・小庇の寸法を柱芯ではなく壁面から記載している。（建築面積は芯からの出寸法で

確認する）  ※省エネの日射遮蔽対策として認められる有効な庇、軒等は外壁から

の出寸法な ので注意 

・最高の軒高が不明瞭である。（小屋組、登り梁等で形成しているかの記載がない） 

がけ付近の場合、がけに

ついて断面図で、がけ高

さや勾配３０度以上であ

ることを断面図に明示し

てください。 

各階の天井の高

さを明示 

建築物の各部分

の高さを明示 

軒及びひさしの

出を明示 
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告示、大臣認定等の構造方法を明示（外

壁材・外部構造用面材・断熱材・内部の仕

上材料等で構成されている材料・厚さ等

を明示） 
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３.省エネ適合を仕様基準による場合の図面の記載例と注意事項 

仕様基準では外皮の部位の断熱性能について、「①熱貫流率基準（Ｕ値）」又は「②

断熱材熱抵抗基準（Ｒ値）」のいずれかで評価する必要がありますが、①については部

位を構成する断熱材や面材などを、②については断熱材のみ設計図書上に明示してくだ

さい。なお、断熱材等の建材の熱物性値に係る根拠資料を添付することが求められま

す。 

窓や設備の記載例については、省エネテキスト 109 ページ以降を参考にしてくださ

い。 

 

  

  

省エネテキスト 



29 
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４. 完了検査時によくある指摘等 

（１）よくある指摘 

・確認申請にないカーポートが建てられている、建築物位置が変更している等、確認

申請と異なる状態となっている。 

※工事監理者の完成確認が十分でない可能性があります。完了検査申請に先立っ

て、軽微変更の協議、計画変更等の手続きを行ってください。 

・住宅用火災警報器がエアコン・24 時間換気（第一種）吹出口から 1.5ｍ以上離れて

いない。 

・階段手摺が施工されていない。 

・24 時間換気の給排気機が確認申請に添付してある書類、カタログと一致していない。 

・外部サッシの位置変更、サイズ変更、取りやめ等を軽微な変更として記載がない。 

・準防火地域内で防火設備、換気口のＦＤが現場で確認出来ない場合（吹抜け、屋外

の高所に設置してある）に写真・書類（出荷証明書）の準備がしていない。 

・敷地境界線と軒先（樋含む）の空きが少ない計画の場合、仮設足場がある段階で、

下げ振り等で敷地内に建築物が収まっていることがわかる写真を撮影してください。 

・完了検査の添付写真として、住宅瑕疵担保保険の検査状況の写真が添付されている。 

※建築基準法とは別の検査ですので、瑕疵担保保険の検査員が検査して基礎や軸組

等に問題がなくても、建築基準法の完了検査申請には工事監理者が現地を確認し

た写真や書類を添付するようにしてください。（同一機関で瑕疵保険の検査、建

築基準法の完了検査を行う場合も同様） 

・完了検査申請書に添付する工事写真は、スケール・黒板等を使用して、撮影した内

容、箇所が判別できる写真として下さい。現地で見せていただく写真についても同

様です。 

(例)箇所：基礎－Ｘ〇通り、Ｙ〇通り、内容：立上り配筋、上下主筋１―Ｄ１３、縦筋Ｄ１０＠２００ 

  箇所：１階－X〇通り、Y〇通り、 内容：柱脚金物 15KN ホールダウン金物 

    箇所：１階－X〇通り、Y 〇～△通り間、 内容：面材耐力壁、構造用合板 9.0ｔ 釘打ち間隔Ｎ50＠

150ｍｍ 

・完了検査申請を行う際は、申請書に省エネ基準に係る工事監理の実施状況に関する

報告書（省エネ基準工事監理報告書）を添付する必要があります。なお、特定行政

庁によっては、別途、様式を定めていることもあるため、実際の完了検査申請を行

う際には、事前に、特定行政庁や指定確認検査機関に確認してください。 

 ※鳥取県は要綱により様式を定めています。 

 

【省エネ仕様基準の参考様式】 

 

 

 

  

【参考様式（仕様基準）】 
国土交通省 HP に Excel ファ

イルデータで掲載されてい

ます

https://www.mlit.go.jp/ju

takukentiku/house/04.html 
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（２）完了検査ができない場合 

確認申請と相違が大きい場合、現地検査を中止し、計画変更の手続き及び完了検査

の再申請となる場合がありますので、工事監理者は必ず副本と整合を行ってから完了

検査申請を提出してください。 

※鳥取県福祉のまちづくり条例の対象となる建築物は、敷地内通路も完了検査の検

査の対象になりますので、外構工事が完了してからでないと完了検査の申請が受

付できません。 

※新２号建築物では屋外の給排水設備等の工事も検査の対象となりますので、図面

記載の工事が全て完了したことを工事監理者が確認した上で、完了検査の申請を

お願いします。 

 

（３）完了検査前の使用制限について 

１号建築物と新２号建築物は検査済証が交付された後でないと使用はできません。 

※新２号建築物に確認申請が必要な規模の同一棟増築等（新築を除く）で工事中も

使用する場合は、「共同住宅以外の住宅」及び「居室を有しない建築物」を除

き、仮使用認定が必要です。 

※新２号建築物の新築で、同一敷地内の既存住宅の解体が計画に含まれている場

合、工事完了（既存住宅の解体）前に新２号建築物を使用するには仮使用認定が

必要です。 

  



32 

【参考】建築確認附属書 

市部を除く、県内の町村を建設地とする場合、建築基準法第６条の規定による建築確

認申請時等に申請書に添付する書類で、申請前に設計者が建設地の町村に対し、町村が

把握している道路・都市計画等事項について確認を依頼するものです。 

鳥取県の窓口と鳥取県建築住宅検査センターに申請する場合は、建築確認附属書の添

付が必要です。 

また、４市の区域については、都市計画図の添付が必要です。 

 

【各町村の建築附属書照会先】 
町村名 担当課 連絡先 

岩美郡 岩美町役場 建設水道課 0857-73-1567 

八頭郡 

若桜町役場 地域整備課 0858-82-2239 

智頭町役場 地域整備課 0858-75-4113 

八頭町役場 建設課 0858-76-0206 

東伯郡 

三朝町役場 建設水道課 0858-43-3500 

湯梨浜町役場 建設水道課 0858-35-5312 

北栄町役場 地域整備課 0858-37-3117 

琴浦町役場 建設住宅課 0858-55-7805 

西伯郡 

日吉津村役場 建設産業課 0859-27-5953 

大山町役場 建設課 0859-53-3186 

南部町役場 建設課 0859-66-3115 

伯耆町役場 地域整備課 0859-68-5539 

日野郡 

江府町役場 総務課 0859-75-2211 

日南町役場 建設課 0859-82-1113 

日野町役場 建設水道課 0859-72-0350 
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34 

【参考】建築主氏名等変更届出書 

県に提出する場合の様式を掲載していますので、その他の特定行政庁や民間確認検査

機関に提出する場合は、規定された様式での届出をお願いします。 

   
  


